
( ３７‐ＦＥ２６０‐０１‐９９‐０１‐００‐００ ) 都市建設部河川課

令和　７ 年度 実施設計書
審査　設計者

１ 頁

委 託 名 令和７年度（防安）洪水・土砂災害ハザードマップ改定業務委託

路線河川名 委 託 箇 所 藤枝市　全域　地内

委 託 金 額

委 託 期 間 令和　８年　２月２７日限り

委 託 概 要 洪水・土砂災害ハザードマップ改定 　　　　　　　１　　　　 式

歩掛・単価適用年度 令和　７年　　８月 基本単価 令和　７年　　８月 地区コード ２２０ 地区

起　終　点　指　定 ⇔
６３３１Ｈ０Ｈ０内訳表、施工単価表に記載されている機械の機種などは該当機種の使用を指定するものではなく設計上の参考である

工事番号
（設計書コード） ３７‐ＦＥ２６０‐０１‐９９‐０１



・



( ３７‐ＦＥ２６０‐０１‐９９‐０１‐００‐００ ) 都市建設部河川課 ２ 頁

測量試験費内訳表（総括）
工　種　・　種　別 単位 数量 設計金額 業務価格 消費税（１０％）

業務委託料

  設計業務等委託 　式　　　　　　　　　　　　　　　　１　　　　　　　　‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

合  計 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

６３３１Ｈ０Ｈ０



・



( ３７‐ＦＥ２６０‐０１‐９９‐０１‐００‐００ ) 都市建設部河川課 ３ 頁

．．　　． 測　量　試　験　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数  量 単  価 金  額 摘    要

設計業務等委託

直接人件費

‐  設計

式 　　　　　　　　　　１　　　　　

‐‐  設計業務

式 　　　　　　　　　　１　　　　　

‐‐‐  洪水・土砂災害ハザードマップ改定

式 　　　　　　　　　　１　　　　　

‐‐‐‐  計画準備

業務 　　　　　　　　　　１　　　　　

設計第　　　１号表 Ｔ５００１

‐‐‐‐  資料収集整理

業務 　　　　　　　　　　１　　　　　

設計第　　　２号表 Ｔ５００２

‐‐‐‐  洪水・土砂災害ハザードマップ更新項目検討

業務 　　　　　　　　　　１　　　　　

設計第　　　３号表 Ｔ５００３

‐‐‐‐  洪水・土砂災害ハザードマップ原稿修正

業務 　　　　　　　　　　１　　　　　

設計第　　　４号表 Ｔ５００４

．　．　．　　　．　．　．．．

６３３１Ｈ０Ｈ０



( ３７‐ＦＥ２６０‐０１‐９９‐０１‐００‐００ ) 都市建設部河川課 ４ 頁

．．　　． 測　量　試　験　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数  量 単  価 金  額 摘    要

‐‐‐‐  英語表記版作成

業務 　　　　　　　　　　１　　　　　

設計第　　　５号表 Ｔ５００５

‐‐‐‐  ホームページ公開用データ作成

業務 　　　　　　　　　　１　　　　　

設計第　　　６号表 Ｔ５００８

‐‐‐‐  ＧＩＳデータ作成及びセットアップ

業務 　　　　　　　　　　１　　　　　

設計第　　　７号表 Ｔ５００９

‐‐‐‐  打合せ協議

式 　　　　　　　　　　１　　　　　

設計第　　　８号表 Ｍ５００１

‐‐‐‐  業務報告書作成

業務 　　　　　　　　　　１　　　　　

設計第　　１２号表 Ｔ５０１３

直接人件費計

直接経費

    旅費交通費（率）（区分：設計）

式 　　　　　　　　　　１　　　　　

    印刷

式 　　　　　　　　　　１　　　　　

設計第　　１３号表 Ｍ５００２

．　．　．　　　．　．　．．．

６３３１Ｈ０Ｈ０



( ３７‐ＦＥ２６０‐０１‐９９‐０１‐００‐００ ) 都市建設部河川課 ５ 頁

．．　　． 測　量　試　験　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数  量 単  価 金  額 摘    要

    電子成果品作成費（その他）

式 　　　　　　　　　　１　　　　　

直接経費計

直接原価

その他原価

式 　　　　　　　　　　１　　　　　

業務原価

一般管理費等

式 　　　　　　　　　　１　　　　　

業務価格計

．　．　．　　　．　．　．．．

６３３１Ｈ０Ｈ０



・



( ３７‐ＦＥ２６０‐０１‐９９‐０１‐００‐００ ) 都市建設部河川課 ６ 頁
Ｔ５００１

金 円 １　業務 当り

計画準備
設計第　　　１号表

積  　算  　項  　目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    主任技師

人

＃

    技師（Ｂ）

人

＃

      計

1,#等:諸経費等対象額

６３３１Ｈ０Ｈ０



( ３７‐ＦＥ２６０‐０１‐９９‐０１‐００‐００ ) 都市建設部河川課 ７ 頁
Ｔ５００２

金 円 １　業務 当り

資料収集整理
設計第　　　２号表

積  　算  　項  　目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    技師（Ｂ）

人

＃

    技術員

人

＃

      計

1,#等:諸経費等対象額

６３３１Ｈ０Ｈ０



( ３７‐ＦＥ２６０‐０１‐９９‐０１‐００‐００ ) 都市建設部河川課 ８ 頁
Ｔ５００３

金 円 １　業務 当り

洪水・土砂災害ハザードマップ更新項目検討
設計第　　　３号表

積  　算  　項  　目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    技師（Ａ）

人

＃

    技師（Ｂ）

人

＃

    技術員

人

＃

      計

1,#等:諸経費等対象額

６３３１Ｈ０Ｈ０



( ３７‐ＦＥ２６０‐０１‐９９‐０１‐００‐００ ) 都市建設部河川課 ９ 頁
Ｔ５００４

金 円 １　業務 当り

洪水・土砂災害ハザードマップ原稿修正
設計第　　　４号表

積  　算  　項  　目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    主任技師

人

＃

    技師（Ａ）

人

＃

    技師（Ｂ）

人

＃

    技師（Ｃ）

人

＃

    技術員

人

＃

      計

1,#等:諸経費等対象額

６３３１Ｈ０Ｈ０



( ３７‐ＦＥ２６０‐０１‐９９‐０１‐００‐００ ) 都市建設部河川課 １０ 頁
Ｔ５００５

金 円 １　業務 当り

英語表記版作成
設計第　　　５号表

積  　算  　項  　目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    技師（Ａ）

人

＃

    技師（Ｂ）

人

＃

      計

1,#等:諸経費等対象額

６３３１Ｈ０Ｈ０



( ３７‐ＦＥ２６０‐０１‐９９‐０１‐００‐００ ) 都市建設部河川課 １１ 頁
Ｔ５００８

金 円 １　業務 当り

ホームページ公開用データ作成
設計第　　　６号表

積  　算  　項  　目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    技師（Ｂ）

人

＃

    技師（Ｃ）

人

＃

      計

1,#等:諸経費等対象額

６３３１Ｈ０Ｈ０



( ３７‐ＦＥ２６０‐０１‐９９‐０１‐００‐００ ) 都市建設部河川課 １２ 頁
Ｔ５００９

金 円 １　業務 当り

ＧＩＳデータ作成及びセットアップ
設計第　　　７号表

積  　算  　項  　目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    技師（Ｂ）

人

＃

    技師（Ｃ）

人

＃

      計

1,#等:諸経費等対象額

６３３１Ｈ０Ｈ０



( ３７‐ＦＥ２６０‐０１‐９９‐０１‐００‐００ ) 都市建設部河川課 １３ 頁
Ｍ５００１

金 円 １　式 当り

打合せ協議
設計第　　　８号表

積  　算  　項  　目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    業務着手時
        打合せ協議

回 　　　　　　　　　　１　　　　

設計第　　　９号表 Ｔ５０１０

    中間打合せ
        打合せ協議

回 　　　　　　　　　　１　　　　

設計第　　１０号表 Ｔ５０１１

    業務完了時
        打合せ協議

回 　　　　　　　　　　１　　　　

設計第　　１１号表 Ｔ５０１２

      計

1,#等:諸経費等対象額

６３３１Ｈ０Ｈ０



( ３７‐ＦＥ２６０‐０１‐９９‐０１‐００‐００ ) 都市建設部河川課 １４ 頁
Ｔ５０１０

金 円 １　回 当り

業務着手時
打合せ協議 設計第　　　９号表

積  　算  　項  　目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    主任技師

人

＃

    技師（Ｂ）

人

＃

      計

1,#等:諸経費等対象額

６３３１Ｈ０Ｈ０



( ３７‐ＦＥ２６０‐０１‐９９‐０１‐００‐００ ) 都市建設部河川課 １５ 頁
Ｔ５０１１

金 円 １　回 当り

中間打合せ
打合せ協議 設計第　　１０号表

積  　算  　項  　目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    主任技師

人

＃

    技師（Ｂ）

人

＃

      計

1,#等:諸経費等対象額

６３３１Ｈ０Ｈ０



( ３７‐ＦＥ２６０‐０１‐９９‐０１‐００‐００ ) 都市建設部河川課 １６ 頁
Ｔ５０１２

金 円 １　回 当り

業務完了時
打合せ協議 設計第　　１１号表

積  　算  　項  　目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    主任技師

人

＃

    技師（Ｂ）

人

＃

      計

1,#等:諸経費等対象額

６３３１Ｈ０Ｈ０



( ３７‐ＦＥ２６０‐０１‐９９‐０１‐００‐００ ) 都市建設部河川課 １７ 頁
Ｔ５０１３

金 円 １　業務 当り

業務報告書作成
設計第　　１２号表

積  　算  　項  　目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    主任技師

人

＃

    技師（Ａ）

人

＃

    技師（Ｂ）

人

＃

    技術員

人

＃

      計

1,#等:諸経費等対象額

６３３１Ｈ０Ｈ０



( ３７‐ＦＥ２６０‐０１‐９９‐０１‐００‐００ ) 都市建設部河川課 １８ 頁
Ｍ５００２

金 円 １　式 当り

印刷
設計第　　１３号表

積  　算  　項  　目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    洪水・土砂災害ハザードマップ【北西部】
        Ａ１サイズ　カラー、両面印刷

部 　　　　　　１，２００　　　　                         数量コードＨＳ

    洪水・土砂災害ハザードマップ【北東部】
        Ａ１サイズ　カラー、両面印刷

部 　　　　　１０，０００　　　　                         数量コードＨＴ

    洪水・土砂災害ハザードマップ【南部】
        Ａ１サイズ　カラー、両面印刷

部 　　　　　４８，０００　　　　                         数量コードＮ

      計

1,#等:諸経費等対象額

６３３１Ｈ０Ｈ０



・



( )３７‐ＦＥ２６０‐０１‐９９‐０１‐００‐００ 都市建設部河川課 １９ 頁

数  量  調  整  表
ハザードマップ印刷

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
北西部 ＨＳ （０２） ＝ １２００

＝ １，２００．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

北東部 ＨＴ （０２） ＝ １００００

＝ １０，０００．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

南部 Ｎ （０２） ＝ ４８０００

＝ ４８，０００．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

印刷部数 ＨＭＩ （０２） ＝ ＨＳ　＋　ＨＴ　＋　Ｎ

＝ １２００　＋　１００００　＋　４８０００

＝ ５９，２００．０００

６３３１Ｈ０Ｈ０



・



令和 7 年度（防安）洪水・土砂災害ハザードマップ改定業務委託 

特記仕様書 

 

第 1 章 総則 

 

第1条 （基本事項） 

特記仕様書（以下「本仕様書」という。）は、藤枝市（以下「発注者」という。）が計画

する令和 7 年度（防安）洪水・土砂災害ハザードマップ改定業務委託（以下「本業務」

という。）に適用するものとする。本業務を実施するにあたり、受注者が順守する事項

を定め、契約の適正な履行の確保を図るためのものである。 

 

第2条 （業務の目的） 

本業務は、令和 4 年度に作成した「藤枝市土砂災害・洪水ハザードマップ」について、

静岡県が公表する最新の洪水浸水想定区域図等を踏まえ、更新することを目的とする。

また更新したハザードマップは、発注者が運用している危機管理 GIS へのデータセッ

トアップも行うものとする。 

 

第3条 （業務概要） 

本業務の概要は、下記のとおりとする。 

① 計画準備 

② 資料収集整理 

③ 洪水・土砂災害ハザードマップ更新項目検討 

④ 洪水・土砂災害ハザードマップ原稿修正 

⑤ 英語表記版作成 

⑥ ホームページ公開用データ作成 

⑦ GIS データ作成及びセットアップ 

⑧ 打合せ協議 

⑨ 業務報告書作成 

 

第4条 （作業区域） 

令和 4 年度に作成した「藤枝市土砂災害・洪水ハザードマップ」を対象とする。 

 

第5条 （準拠する法令等） 

本業務は、本仕様書で定める他、下記に挙げる法令、通達等に準拠し実施する。 

① 災害対策基本法 

② 水防法 

③ 河川法 

④ 砂防法 

⑤ 測量法 



⑥ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 

⑦ 水害ハザードマップ作成の手引き 

⑧ 小規模河川の洪水浸水想定区域図作成の手引き 

⑨ 市町村のための水害対応の手引き 

⑩ 土砂災害ハザードマップ作成ガイドライン 

⑪ 避難情報に関するガイドライン 

⑫ 静岡県地域防災計画 

⑬ 藤枝市地域防災計画 

⑭ 藤枝市水防計画  

⑮ 藤枝市契約規則 

⑯ その他、本業務の実施にあたり必要な関係法令等 

 

第6条 （受注者の要件） 

受注者の要件は以下のとおりとする。 

(１) 情報セキュリティマネジメントシステム（ISO27001） 

本業務では、発注者が保有する情報資産を扱うことから、様々な脅威から守り、リスク

を軽減させるため、セキュリティを保持しているかどうかを判断する基準として、作業

実施部署及び契約部署において情報セキュリティマネジメントシステム（ISO27001）

を有していなければならない。なお、発注者が証明を確認するため、業務着手後、速や

かに監督員へ提出するものとする。 

(２) 品質マネジメントシステム（ISO9001） 

本業務では、業務手順や工程が滞りなく実施され、成果品の品質を維持するため、品質

マネジメントシステム（ISO9001）を有していなければならない。なお、発注者が証明

を確認するため、業務着手後、速やかに監督員へ提出するものとする。 

 

第7条 （業務計画） 

(１) 本業務を実施及び各項目の構築を開始するにあたり、発注者が選任する監督員と十

分な打合せを行うものとする。 

(２) 前項の打合せは、必要に応じ、また、双方の了解が得られるまで行うものとする。 

(３) 受注者は前項の打合せに関する議事録を作成し、監督員の確認を得る。 

 

第8条 （主任技術者、照査技術者の資格） 

技術者の資格要件は下記の通りとする 

(１) 主任技術者 

静岡県内において令和 2 年度以降にて洪水ハザードマップの作成業務実績・経験があ

る者を主任技術者として配置しなければならない。 

(２) 照査技術者 

本業務では、データの品質を確保するため、公益社団法人日本測量協会が認定する空間

情報総括監理技術者の資格を有するものとする。 



 

第9条 （権利義務の譲渡等） 

受注者は、この契約により生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、または継承させては

ならない。 

 

第10条 （再委託等の禁止） 

受注者は、本業務の全部または一部の処理を第三者に委託し、または請け負わせてはな

らない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を受けた場合は、この限りでない。 

 

第11条 （資料の貸与） 

発注者が所管する資料の内、本業務を履行するため受注者が必要とする資料は、発注者

から貸与する。 

２ 前項における手続き等は、発注者の指定による。 

３ 受注者は、発注者より貸与された資料の借用記録簿を備え、他者への貸与、他への

転用、紛失等がないように管理に充分留意するとともに、資料を必要とする工程が完了

した時は、直ちにこれを発注者に返却する。 

４ 資料の貸与を予定する期間内において、発注者から資料の返却請求があった時、受

注者は直ちにこれを発注者に返却する。 

 

第12条 （賠償責任） 

受注者は、本業務中に諸事故が生じた場合は、直ちに発注者へ報告する。 

２ 諸事故の起因等の全部または一部が受注者の責による場合は、受注者の責務とし

てこれを解決するものとし、また、損害賠償の請求があった場合は、所有者の承諾を得

てこれを賠償する。 

３ 前項の損害賠償において生じた損失は、全て受注者が負担する。 

 

第13条 （業務完了報告） 

受注者は、本業務が完了した時は、遅滞なく書面により発注者に報告しなければならな

い。 

２ 受注者は、本業務が完了した時は、発注者による検収を受ける。 

 

第14条 （成果品の帰属） 

受注者が本業務で得た全ての成果品は、発注者に帰属するものとし、発注者の許可なく、

複製、貸与、流用並びに廃棄処分してはならない。 

２ 成果品のうち受注者または第三者が従前から有していたプログラム、並びに本業

務の実施期間中に新たに作成したプログラムの著作権は、受注者または第三者に留保

されるものとし、発注者は、その使用権を取得するものとする。 

 

 



第15条 （瑕疵担保） 

本業務の成果品に、受注者の責務による瑕疵が発見された場合、受注者は、これを速や

かに修補する。 

２ 前項の修補に係る費用は、全て受注者が負担する。 

 

第16条 （履行期間等） 

本業務の履行期間は、契約年月日から令和 8 年 2 月 27 日までとし、藤枝市都市建設部

基盤整備局河川課へ納品するものとする。 

 

第17条 （疑義の解決） 

本仕様書、関係法令に明示がない事項等疑義が生じた事項は、双方協議の上、別に定め

る。 

 

第 2 章 業務内容 

 

第18条 （計画準備） 

受注者は、作業手法、実施体制、工程計画等を検討し、円滑に業務を遂行するための実

施計画を立案し、業務実施計画書としてとりまとめ、発注者の承諾を得るものとする。 

 

第19条 （資料収集整理） 

本業務の実施にあたり、受注者は発注者から業務上必要とされる下記に示す資料を借

用するものとする。その際、受注者は、発注者に借用書を提出するものとし、資料等の

取扱い及び保管にあたっては、損傷、紛失等のないよう十分注意する。 

① 洪水浸水想定区域図（Shape 形式） 

② 土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域（Shape 形式） 

③ 藤枝市都市計画基本図（DM 形式） 

④ 令和 4 年度（防安）藤枝市洪水ハザードマップ改定業務委託成果品資料 

⑤ 藤枝市地域防災計画 

⑥ 藤枝市水防計画 

⑦ 指定緊急避難場所・指定避難所に関する資料 

⑧ その他本業務で必要となる資料 

 

第20条 （洪水・土砂災害ハザードマップ更新項目検討） 

前条で借用したデータを地図システム上で重ね合わせを行い、洪水・土砂災害ハザード

マップの更新項目を検討するものとする。検討する内容は既存の土砂災害・洪水ハザー

ドマップのマップ面及び啓発面を対象とする。検討内容を用いて市や関係者と確認協

議を行うものとする。 

① 洪水浸水想定区域図の重ね合わせ 

② 指定緊急避難場所・指定避難所等の掲載施設 



③ 啓発面（避難情報等） 

④ その他必要事項  

 

第21条 （洪水・土砂災害ハザードマップ原稿修正） 

前条までに借用・作成したデータを活用して、洪水・土砂災害ハザードマップ原稿を作

成する。 

(１) マップ面（表面）：北西部、北東部、南部 

(２) 啓発面：第 20 条で検討した項目 

 

第22条 （英語表記版作成） 

第 21 条で作成したハザードマップのマップ面について、英語表記版を修正するものと

する。 

 

第23条 （ホームページ公開用データ作成） 

前条までに作成した成果は、藤枝市のホームページで公開が行えるよう必要なデータ

処理を行い、電子データ（PDF）として生成するものとする。 

 

第24条 （GIS データ作成及びセットアップ） 

１ 発注者のホームページで公開している、情報デジタル推進課が運営している危機

管理 GIS（洪水災害ハザードマップ）の搭載情報を更新するものとする。 

２ 発注者の危機管理 GIS は民間のサービス提供を受けているため、運営するアジア

航測（株）と十分な協議を行い、システムデータセットアップやシステム動作確認等の

処置を行うものとし、本作業に関する全ての費用は本業務内に含むものとする。 

３ 作成したデータに不備が生じた場合は、危機管理 GIS システムの民間のサービス

業者であるアジア航測（株）と協議し、データ修正を行わなければならない。その際に

発生する費用は、受注者が負担するものとする。 

 

第25条 （打合せ協議） 

本業務を適正かつ円滑に実施するため、発注者と受注者は常に密接に連絡をとり、業務

の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面

（打合せ記録簿）に記録し、相互に確認しなければならない。なお、打合せは､初回､中

間時､納品時の 3 回を基本とするが､業務の進歩状況に応じて適宜行うものとする｡ 

 

第26条 （業務報告書作成） 

本業務の検討結果等をわかりやすくとりまとめ、業務報告書を作成するものとする。 

 

第27条 （成果品） 

受注者は、下記に示す成果を出力印刷及び電子記録媒体に保存し、発注者へ納品するも

のとする。 



(１) 洪水・土砂災害ハザードマップの印刷物 

① 規格    A1 判（両面） 

② 紙質    コート紙 90kg 相当 

③ 印刷色 カラー4 色刷 

④ 印刷部数  合計 59,200 部 

北西部 1,200部 

北東部 10,000部 

南部 48,000部 

⑤ 色校正   2 回 

⑥ 加工    A4 折り 

⑦ 搬入    自治会町内会毎仕分けて発注者が指定する場所へ搬入すること 

を基本とするが、仕分け方法については協議により決定する。 

 

(２) 洪水・土砂災害ハザードマップの原稿データ（AI 形式、PDF 形式） 

① マップ面：北西部、北東部、南部 

② 啓発面 

(３) 洪水・土砂災害ハザードマップの英語表記版データ（AI 形式、PDF 形式） 

① マップ面：北西部、北東部、南部 

(４) ホームページ公開用データ（PDF 形式） 

(５) セットアップ用 GIS データ（Shape 形式） 

(６) 業務報告書（Word 形式、出力製本 1 部） 

 

 



 

 

    障害者差別解消法等に基づく差別的取扱いの禁止及び合理的配慮 

    の提供についての留意事項に関する特記事項 

 

（受注者の責務） 

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５年法律第６５号）第１０条

第１項の規定に基づく「藤枝市における障害を理由とする差別を解消するための職員対応

要領」（平成２８年３月１１日藤枝市長決定）第２条に規定する不当な差別的取扱いの禁止

及び第３条に規定する合理的配慮の提供について留意すること。 







個人情報取扱特記仕様書 

１ 基本的事項 

受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個

人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱わなければならない。 

 

２ 秘密の保持 

受注者は、この契約による事務に関して知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ

てはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 

３ 収集の制限 

（１） 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、事務の目的

を明確にするとともに、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段

により行わなければならない。 

（２） 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、本人から収

集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。 

 

４ 利用及び提供の制限 

受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために

利用し、又は第三者に提供してはならない。 

 

５ 適正管理 

受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止そ

の他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

 

６ 複写又は複製の禁止 

受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録さ

れた資料等を、複写し、又は複製してはならない。 

 

７ 再委託の禁止 

受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者

が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。 

 

８ 資料等の返済等 

受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡され、又は受注者自らが

収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、

又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 

 

９ 従事者への周知 

受注者は、この契約による事務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、そ

の事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならないこと及び契約の目的以外の目的に

使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。 

 

１０ 実地調査 

発注者は、必要があると認めるときは、受注者がこの契約による事務の執行に当たり取扱っ

ている個人情報の状況について、随時実地に調査することができる。 

 

１１ 事故報告 

受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速や

かに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 



委託業務の品質確保における特記仕様書（標準） 

 

 本業務の品質確保を徹底するため、引渡し後の成果物の品質に関し、留意事項を定

めるものです。 

 

１ 設計図書等の作成（工事関連業務） 

  成果物の引渡し後であっても、次に記載する事項で発注者の指示があった場合に

おいては、原則として無償で設計図書等の作成及び修正を行うものとする。 

 （ア）設計と現場の乖離（設計と現場が合わない）により設計変更が生じたとき 

 （イ）設計の不備・誤謬等により設計変更が生じたとき 

 

２ 設計内容についての助言等（工事関連業務） 

（１）重要な事項等に関しては、必要に応じて関係者へ説明を行うなど、支障が生じ

ないよう適切に対応するものとする。 

（２）成果物の引渡し後であっても、発注者が設計内容についての助言等を求めた場 

合においては、適切に応じるものとする。 

（３）受注者は、発注者の指示において本業務に係る工事を請け負う者から協議事項

や質疑事項に関して問い合せ等があった場合、これを発注者によるものとして、

誠意をもって適切に対応するものとする。 

 

３ 委託業務共通事項 

（１）受注者は、成果物に契約不適合があった場合、完了検査等に合格したことをも

って免れるものではないため、成果物に修正を施すなど誠実に対応するものとす

る。 

（２）受注者は、発注者より期待した成果物と実態が乖離していると指摘を受けた場 

合、前項各号と同様に誠意をもって適切に対応するものとする。 
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